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中間検証報告書を踏まえた取組の進捗状況等

１ 任意後見制度及び保佐・補助類型の利用促進

２ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及

３ 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保

４ 会社法等の改正に関する周知

○ 成年後見制度に関する法務省のパンフレット・ホームページを改訂（資料１）

・ 任意後見制度に関する説明の充実化

・ 任意後見制度及び保佐・補助類型の事例について，よりメリットを感じられる内容に修正

○ 平成３１年４月～ 成年後見における預貯金管理に関する勉強会フォローアップ会議
○ 令和２年１１月 既に導入されている後見制度支援預貯金の仕組みの導入が困難な金融機関
における対応策について取りまとめ（資料２）

○ 引き続き，保佐・補助制度の下でも利用可能な預貯金管理の仕組みを検討中

○ 成年後見制度に関する法務省のパンフレット・ホームページを改訂

・ 任意後見制度に関して，「任意後見人となる者は，本人の判断能力が低下した場合には，速やか

に任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められる」旨の記載を追加

○ 来年度以降，任意後見監督人の選任を促す通知等を送付予定

その際，任意後見契約の当事者に対する利用状況に関する調査を実施予定

○ 成年後見制度に関する法務省のパンフレット・ホームページを改訂（資料３）

・ 「会社法の一部を改正する法律」に関するQ＆Aを新設，改正内容や運用上の留意点などを記載



資料１



不正防止策として考えられる仕組みのイメージについて

大口預金口座

②解約

⑤定期的な定額送金の設定・変更（注）

④払戻し

後見人

①口座開設

③入金

小口預金口座

他人口座

⑦送金 入金 ⑧払戻し

送金

資金の流れ

第三者によるチェックを行うことが考えられる取引

後見人が代理人として行う取引

１回あるいは１か月当たりの引出額制限や関係者への通知を行うことが考えられる取引

⑥送金

大口預金と小口預金の金額
については後見人において検討

送金

（注）定期的な定額送金サービスの設定のない金融商品も許容されるが，これは、各金融機関において定期的な定額送金サービスが設定され
た金融商品の導入に至るまでの間にやむを得ずに講じる次善の方策として位置付けられている。
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